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生涯学習スポーツ振興課 

 

港区立運動場における時間延長について 

 

港区立運動場の利用拡大のため、港区立麻布運動場の野球場における１ 月４ 日から

２ 月末日までの休場日を 利用可能日と し 、 港区立麻布運動場、 港区立芝浦中央公園運

動場及び港区立芝公園多目的運動場の利用時間を 午前８ 時から 午後９ 時までと し ま

す。  

 

１ 経緯 

港区立麻布運動場の野球場は、積雪や霜による影響を受けやすい天然芝のグラ ウ

ンド 養生期間と し て、 冬季期間の１ 月４ 日から ２ 月末日までを、 港区立運動場条例

により 休場日と し ています。 こ こ 数年、 積雪や霜の頻度が減少し ているなどの気象

状況やグラ ウンド 整備の専門家から 助言を 受け、 教育委員会は、 冬季期間の養生が

不要と 判断し まし た。 また、 利用者から は野球場の冬季期間も 開場を望む声が多く

ある状況です。 こ れら の状況を 踏まえ、 港区立麻布運動場の野球場における１ 月４

日から ２ 月末日までの休場日を利用可能日と し 、休場日を １ ２ 月３ １ 日から １ 月３

日のみと し ます。  

あわせて、区立運動場の利用者に対し て実施し ている施設利用者アンケート にお

いては、 利用者から 午後９ 時までの延長を 望む声も 多く あり まし た。  

こ う し た状況から 、 運動場の利用時間を 延長するこ と で、 健康づく り につながる

スポーツ活動を 推進し ます。  

 

２ 利用時間を変更する施設 

港区立麻布運動場、 港区立芝浦中央公園運動場及び港区立芝公園多目的運動場 

施設名 現 行 

 

変更後 

１ 麻布運動場 

時  期 利用時間 
時  期 野球場 テニスコ ート  

４ 月～10月 8: 00～21: 00 8: 00～21: 00 

４ 月～３ 月 8: 00～21: 00 

11月 8: 00～19: 00 8: 00～19: 00 

12月～２ 月 
9: 00～17: 00 

（ 1、 2 月は休場）  8: 00～18: 00 

３ 月 10: 00～17: 00 8: 00～19: 00 
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施設名 現 行 

 

変更後 

２ 芝浦中央公園運動場 

時  期 利用時間 

時  期 テニスコ ート 、 フ ッ ト サル場 

４ 月～10月 8: 00～21: 00 

４ 月～３ 月 8: 00～21: 00 

11月～３ 月 8: 00～20: 00 

３ 芝公園多目的運動場 

時  期 利用時間 

時  期 フ ッ ト サル プール 

４ 月１ 日～ 

６ 月 15 日 
9: 00～20: 00 - 

４ 月１ 日～ 

６ 月15 日 
8: 00～21: 00 

７ 月１ 日～ 
８ 月 31 日 

- 9: 00～20: 00 
７ 月１ 日～ 

８ 月31 日 
プール利用
は変更なし  

９ 月１ 日～ 
９ 月 15 日 

- 9: 00～17: 00 
９ 月１ 日～ 

９ 月15 日 
プール利用
は変更なし  

９ 月 26 日～ 

３ 月 31 日 
9: 00～20: 00 - 

９ 月26 日～ 

３ 月31 日 
8: 00～21: 00 

※令和３ 年１ １ 月利用分から 延長し ます。  

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和３ 年６ 月    令和３ 年第２ 回港区議会定例会（ 議案提出）  

    （ 港区立運動場条例の一部を 改正する条例）  

７ 月 １ 日 区ホームページ等による周知  

１ １ 日 広報みなと による周知 

８ 月 ５ 日 令和３ 年１ １ 月の利用申込み開始 


